
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号

捕
虜
収
容
所
処
遇
規
則

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第

二
項
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま

で
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
二
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
条
第
二

項
、
第
八
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
百

五
十
四
条
第
四
項
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
七
条
第
三
項
並
び
に
第
百
七
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
第
十
五
条
第
五
項
（
同
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
及

び
第
四
十
五
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
捕
虜
収
容
所
処
遇
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
収
容
の
開
始
（
第
二
条―

第
十
条
）

第
三
章
　
保
健
衛
生
及
び
医
療
（
第
十
一
条―

第
十
九
条
）

第
四
章
　
制
止
等
の
措
置
等
（
第
二
十
条
）

第
五
章
　
被
収
容
者
の
処
遇
（
第
二
十
一
条―

第
二
十
七
条
）

第
六
章
　
捕
虜
の
業
務
（
第
二
十
八
条―

第
三
十
二
条
）

第
七
章
　
捕
虜
等
抑
留
給
付
金
（
第
三
十
三
条―
第
四
十
条
）

第
八
章
　
面
会
（
第
四
十
一
条
）

第
九
章
　
信
書
及
び
電
信
等
の
発
受
（
第
四
十
二
条―
第
五
十
四
条
）

第
十
章
　
苦
情
（
第
五
十
五
条―

第
六
十
四
条
）

第
十
一
章
　
捕
虜
収
容
所
に
お
け
る
領
置
（
第
六
十
五
条―

第
七
十
六
条
）

第
十
二
章
　
捕
虜
等
情
報
の
取
扱
い
（
第
七
十
七
条
）

第
十
三
章
　
死
亡
時
の
措
置
（
第
七
十
八
条
・
第
七
十
九
条
）

第
十
四
章
　
補
則
（
第
八
十
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
被
収
容
者
（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
容
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
人
道
的
か
つ
適
正
な
処
遇
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章
　
収
容
の
開
始

（
通
則
）

第
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
十
五
条
第
四
項
（
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
渡
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
五
項
（
法
第
十
七
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
捕
虜
収
容
所
へ
の
収
容
を
開

始
す
る
に
際
し
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
手
続
（
第
三
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
収
容
開
始
手
続
」
と
い

う
。
）
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
手
続
は
、
被
収
容
者
を
収
容
す
る
捕
虜
収
容
所
の
施
設
（
以
下
「
収
容
施
設
」
と

い
う
。
）
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
法
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
捕
虜
資
格
認
定
等
審

査
会
の
裁
決
に
よ
り
、
仮
収
容
者
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
収
容
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

抑
留
資
格
（
法
第
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
抑
留
資
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
認
め
ら
れ
、
又
は
被
収
容

者
（
仮
収
容
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
異
な
る
抑
留
資
格
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
事
項
に
つ

き
改
め
て
収
容
開
始
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
抑
留
令
書
等
の
査
閲
）

第
三
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
抑
留
令
書
を
査
閲

し
、
そ
の
収
容
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
五
条
第
四
項
（
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
引
渡
し
を

受
け
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
保
健
衛
生
上
の
措
置
）

第
四
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
を

行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
収
容
す
る
場
合

二
　
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
収
容
す
る
場
合

三
　
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
収
容
す
る
場
合

四
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
渡
し
を
受
け
た
場
合

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
の
健
康
及
び
捕
虜
収
容
所
内
の
衛
生
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
傷
病
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
被
収
容
者
を
入
浴
さ
せ
、
並
び
に
そ
の
着
衣
の
洗
濯
及
び
所
持
品

の
洗
浄
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
女
性
の
被
収
容
者
を
入
浴
さ
せ
る
場
合
に
は
、
捕
虜
収
容
所
長
の
指
定
す
る
女
性
の
自
衛

官
に
こ
れ
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
体
、
着
衣
及
び
所
持
品
の
検
査
）

第
五
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
引
渡
し
を
受
け
た
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
身

体
、
着
衣
及
び
所
持
品
の
検
査
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
所
持
す
る
金
品
の
領
置
）

第
六
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
引
渡
し
を
受
け
た
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
、
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
収
容
の
際
に
所
持
す
る
現
金
及
び
物
品
（
以
下
「
金
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
領
置
す
る
も
の
と
す

る
。

（
写
真
撮
影
、
指
紋
採
取
等
）

第
七
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
十
五
条
第
五
項
（
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
収
容
す
る
者
（
以
下
「
新
規
収
容
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
防
衛
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
そ
の
他
の
写
真
を
撮
影
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
新
規
収
容
者
に
つ
い
て
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
七
十
七
条
に
規
定
す

る
被
収
容
者
記
録
簿
の
所
定
の
欄
に
指
紋
を
押
な
つ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
収
容
の
開
始
に
際
し
、
被
収
容
者
の
心
身
の
故
障
に
よ
り
前
二
項
に
規
定
す
る
写
真
撮
影
又
は
指
紋
採
取
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
長
は
、
当
該
被
収
容
者
の
容
貌
の
記
録
そ
の
他
の
識
別
の
た
め
に
適

当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
収
容
者
番
号
の
付
与
）

第
八
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
新
規
収
容
者
に
つ
い
て
、
当
該
新
規
収
容
者
を
他
の
被
収
容
者
か
ら
識
別
す
る
た
め

の
数
字
、
記
号
又
は
符
号
（
以
下
「
被
収
容
者
番
号
」
と
い
う
。
）
を
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付

す
る
も
の
と
す
る
。

（
被
収
容
者
証
の
発
給
等
）

第
九
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
新
規
収
容
者
に
つ
い
て
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
階
級
等
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
階
級
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
身
分
証
明
書
番
号
等
（
同
項
に
規
定
す
る
身
分
証
明
書
番
号
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
抑
留
資
格
を
記
載
し
た
被
収
容
者
た
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
書
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
被
収
容
者
証
」
と
い
う
。
）
を
発
給
す
る
。

２
　
被
収
容
者
証
に
は
被
収
容
者
の
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
の
写
真
を
付
す
る
ほ
か
、
所
定
の
欄
に
指
紋
を
押
な
つ

さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
被
収
容
者
証
の
様
式
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

４
　
被
収
容
者
は
、
被
収
容
者
証
を
見
や
す
い
位
置
に
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
法
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
捕
虜
資
格
認
定
等
審

査
会
の
裁
決
に
よ
り
、
仮
収
容
者
が
抑
留
資
格
を
認
め
ら
れ
、
又
は
被
収
容
者
（
仮
収
容
者
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
異
な
る
抑
留
資
格
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
改
め
て
被

収
容
者
証
を
発
給
す
る
も
の
と
す
る
。

1



（
収
容
開
始
時
の
告
知
等
）

第
十
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
告
知
は
、
被
収
容
者
が
収
容
施
設
に
収
容
さ
れ
た
日
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
多
数
の
者
を
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
告
知
は
、
収
容
開
始
手
続
を
行
っ
た
場
所
又
は
居
住
区
画
（
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
居
住
区
画
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
告
知
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
被
収
容
者
ご
と
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
同
一
の
居
住
区
画
を
指
定
さ
れ
た
被
収
容
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
前
項
の
書
面
は
、
捕
虜
収
容
所
長
が
作
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
被
収
容
者
の
理
解
す

る
言
語
を
併
記
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
の
後
、
告
知
し
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
そ
の
部
分
を

改
め
て
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
告
知
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
　
法
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
捕
虜
資
格
認
定
等
審
査
会
の
裁
決
に
よ
り
、
仮
収
容
者
が
抑
留
資
格
を
認
め
ら

れ
、
又
は
被
収
容
者
（
仮
収
容
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
異
な
る
抑
留
資
格
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
被
収
容
者
に
対
し
既
に
告
知
さ
れ
た
内
容
と
新
た
な
抑
留
資
格
の
被
収
容
者
に
対
し
告
知
さ
れ
る
べ
き
内
容
に

異
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
改
め
て
そ
の
異
な
る
内
容
に
つ
い
て
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の

告
知
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
章
　
保
健
衛
生
及
び
医
療

（
保
健
衛
生
上
の
措
置
）

第
十
一
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
居
住
区
画
そ
の
他
日
常
使
用
す
る
場
所
を
清
潔
に
保
つ
よ
う
注
意
を

払
う
と
と
も
に
、
被
収
容
者
の
健
康
及
び
収
容
施
設
内
の
衛
生
を
保
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

一
　
被
収
容
者
の
着
衣
の
洗
濯

二
　
所
持
品
の
洗
浄
又
は
消
毒

三
　
居
住
区
画
の
清
掃
又
は
消
毒

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
被
収
容
者
の
健
康
及
び
収
容
施
設
内
の
衛
生
を
保
持

す
る
た
め
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
被
収
容
者
に
入
浴
を
指
示
し
、

こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
入
浴
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
女
性
の
被
収
容
者
を
入
浴
さ
せ
る

と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
長
の
指
定
す
る
女
性
の
自
衛
官
に
こ
れ
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
先
任
軍
医
の
指
定
）

第
十
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年

八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（
以
下
「
第
三
条
約
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
（
ｂ
）
に
規
定
す
る

先
任
軍
医
た
る
衛
生
要
員
に
相
当
す
る
衛
生
要
員
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
診
療
）

第
十
三
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
疑
い
が

あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
捕
虜
収
容
所
の
職
員
で
あ
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
医
師
相
当
衛
生
要
員
等

（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
を
い
う
。
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若

し
く
は
歯
科
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
歯
科
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
を
い

う
。
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
診
療
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
被
収
容
者
か
ら
診
療
を
受

け
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
傷
病
の
種
類
、
程
度
等
に
応
じ
て
必
要
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
の
職
員
で
あ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
以
外
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
診
療
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
場
合
に
お
い
て
第
三
条
約
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
病
又
は

特
別
の
治
療
、
外
科
手
術
若
し
く
は
入
院
を
必
要
と
す
る
状
態
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
自
衛
隊
病

院
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。
）
又
は
そ
れ

に
準
ず
る
病
院
に
お
い
て
当
該
重
病
又
は
状
態
に
応
じ
て
適
切
な
医
療
上
の
措
置
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
四
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
被
収
容
者
の
診
療
を
行
わ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
被
収

容
者
の
属
す
る
国
の
衛
生
要
員
に
よ
る
診
療
そ
の
他
の
当
該
被
収
容
者
の
希
望
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
措
置
）

第
十
五
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
診
療
を
拒
む
場
合
又
は
飲
食
物
を
摂
取
し

な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
生
命
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
被
収
容
者
に
対
し
、

診
療
又
は
栄
養
補
給
の
処
置
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
の
措
置
）

第
十
六
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
養
護
を
必
要
と
す
る
被
収
容
者
に
対
し
て
、
そ
の
養
護
を
必
要
と
す
る
事
情
に
応

じ
、
眼
鏡
、
義
歯
そ
の
他
の
補
装
具
の
貸
与
又
は
支
給
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

（
有
資
格
衛
生
要
員
等
）

第
十
七
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
捕
虜
及
び
衛
生
要
員
を
医
師
相
当
衛
生
要

員
等
、
歯
科
医
師
相
当
衛
生
要
員
等
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
薬
剤
師
相
当
衛
生
要
員
等
、
法
第
三

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
看
護
師
相
当
衛
生
要
員
等
又
は
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
准
看
護
師
相
当

衛
生
要
員
等
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
有
資
格
衛
生
要
員
等
」
と
い
う
。
）
と
認
め
た
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
被
収
容
者
の
氏
名
及
び
階
級
等

二
　
抑
留
資
格

三
　
被
収
容
者
番
号

四
　
そ
の
他
防
衛
大
臣
が
定
め
る
事
項

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
捕
虜
収
容
所
長
は
、
併
せ
て
有
資
格
衛
生
要
員
等
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
の
行
う
こ

と
が
で
き
る
業
務
の
範
囲
並
び
に
法
第
三
十
八
条
及
び
第
百
八
十
三
条
の
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
告
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
有
資
格
衛
生
要
員
等
は
、
医
療
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
当
該

書
面
を
見
や
す
い
位
置
に
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
書
面
の
様
式
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

（
業
務
を
実
施
す
る
際
の
指
示
）

第
十
八
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
衛
生
要
員
及
び
法
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
捕
虜
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
衛
生
業
務
従
事
捕
虜
」
と
い
う
。
）
に

対
し
、
あ
ら
か
じ
め
業
務
の
実
施
場
所
、
業
務
上
の
指
示
を
受
け
る
べ
き
者
、
業
務
の
対
象
者
そ
の
他
業
務
の
実

施
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
指
示
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
衛
生
要
員
又
は
衛
生
業
務
従
事
捕
虜
が
業
務
を
行

う
自
衛
隊
病
院
等
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛
隊
病
院
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

管
理
者
と
必
要
な
協
議
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
停
止
）

第
十
九
条
　
自
衛
隊
病
院
等
の
管
理
者
は
、
衛
生
要
員
又
は
衛
生
業
務
従
事
捕
虜
の
業
務
の
遂
行
に
つ
い
て
不
適
切

と
思
料
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
衛
生
要
員
又
は
衛
生
業
務
従
事
捕
虜
の
業
務
へ
の
従
事
を
停
止
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
制
止
等
の
措
置
等

（
防
衛
省
令
で
定
め
る
用
具
）

第
二
十
条
　
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
用
具
は
、
次
の
九
種
類
と
す
る
。

一
　
手
錠

二
　
簡
易
拘
束
具

三
　
捕
じ
ょ
う

四
　
目
隠

五
　
警
棒
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六
　
警
じ
ょ
う

七
　
木
銃

八
　
刺
股

九
　
盾

２
　
前
項
の
用
具
の
仕
様
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
章
　
被
収
容
者
の
処
遇

（
貸
与
又
は
支
給
す
る
物
品
の
基
準
）

第
二
十
一
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
し
、
又
は
支
給
す
る
物
品
の
品
目
及
び
数

量
は
、
武
力
攻
撃
事
態
（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及

び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
武
力
攻

撃
事
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
存
立
危
機
事
態
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
存
立
危
機
事
態
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
際
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
捕
虜
収
容
所
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
食
事
等
の
支
給
）

第
二
十
二
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
容
者
へ
の
食
事
及
び
湯
茶
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

（
自
弁
物
品
の
品
目
等
）

第
二
十
三
条
　
法
第
五
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
物
品
で
防
衛
省
令
で
定
め
る
品
目
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
衣
類
　
肌
着
及
び
靴
下
類

二
　
寝
具
　
カ
バ
ー
類

三
　
食
料
品
　
米
飯
類
、
パ
ン
類
、
め
ん
類
、
菓
子
類
、
果
物
類
、
そ
う
ざ
い
類
、
乳
製
品
、
調
味
料
及
び
香

辛
料

四
　
飲
料
　
茶
類
、
コ
ー
ヒ
ー
、
コ
コ
ア
、
乳
飲
料
、
果
実
飲
料
及
び
清
涼
飲
料
水

五
　
日
常
生
活
に
用
い
る
物
品
　
歯
磨
用
具
、
石
け
ん
類
、
タ
オ
ル
類
、
調
髪
用
具
、
ひ
げ
そ
り
用
具
、
化
粧
用

品
、
生
理
用
品
、
食
器
類
、
履
物
類
、
筆
記
具
類
、
筆
記
用
紙
、
通
信
用
品
及
び
衣
料
補
修
用
品

六
　
し
好
品
　
た
ば
こ

２
　
法
第
五
十
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
物
品
は
宗
教
上
の
行
為
に
用
い
ら
れ
る
物
品
と
し
、

同
条
に
規
定
す
る
当
該
物
品
に
係
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
品
目
は
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
宗
教
上
の
行
為
に

必
要
な
書
籍
又
は
祭

し祀
用
品
と
す
る
。

３
　
防
衛
大
臣
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
捕
虜
収
容
所
長
が
法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
使
用

又
は
摂
取
を
許
す
べ
き
範
囲
を
、
当
該
品
目
の
内
訳
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
防

衛
大
臣
は
、
法
第
二
十
四
条
及
び
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
弁
の
申
請
）

第
二
十
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
自
弁
の
物
品
を
使
用
し
、
又
は
摂
取
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
場
合

は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
物
品
及
び
数
量
を
記
載
し
た
書
面
を
捕
虜
収
容
所
長
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

（
日
課
の
基
準
）

第
二
十
五
条
　
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
被
収
容
者
に
適
用
さ
れ
る
日
課
は
、
部
隊
等
（
自
衛
隊
法
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
を
い
う
。
）
に
勤
務

す
る
自
衛
官
の
例
に
よ
り
定
め
る
こ
と
。

二
　
業
務
に
従
事
す
る
時
間
は
、
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
を
一
日
に
つ
き
八
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
で
休
養
日
以
外
の
日
に
割
り
振
る
こ
と
。
た
だ
し
、
宗
教
要
員
等
（
法
第
四
十
二
条
に
規
定

す
る
宗
教
要
員
等
を
い
う
。
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
用
さ
れ
る
日
課
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
休
養
日
は
、
被
収
容
者
の
属
す
る
国
の
休
日
等
を
考
慮
し
て
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
以
外
の
日
に
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

（
活
動
へ
の
援
助
）

第
二
十
六
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
に
つ
い
て
捕
虜
代
表
そ
の
他
の
被
収
容
者
か
ら
共
同
し
て
又

は
個
別
に
こ
れ
を
行
い
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
可
能
な
限
り
こ
れ
を
尊
重
し
て
、
活
動
に
必
要
な
物

品
の
貸
与
、
施
設
の
使
用
の
許
可
そ
の
他
の
当
該
活
動
を
行
う
の
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
捕
虜
収
容
所
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
そ
の
他
管
理
運
営
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
学
習
、
研
究
、
読
書
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
知
的
活
動

二
　
授
業
、
講
習
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
教
育
的
活
動

三
　
演
芸
、
映
画
鑑
賞
、
園
芸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
娯
楽
的
活
動

四
　
運
動
競
技
、
体
操
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
活
動

五
　
宗
教
活
動
、
集
会
（
前
各
号
に
掲
げ
る
活
動
以
外
の
活
動
で
あ
っ
て
捕
虜
収
容
所
長
が
定
め
る
人
数
以
上
の

被
収
容
者
が
一
定
の
目
的
の
た
め
に
会
合
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
活
動

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
活
動
（
宗
教
活
動
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
自
ら
主
催
す
る
な
ど
、
被
収
容
者
が
当
該
活
動
に
自
発
的
に
参
加
で
き
る
機
会
を
付
与
す
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
己
契
約
作
業
へ
の
援
助
）

第
二
十
七
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
（
将
校
、
准
士
官
又
は
下
士
官
と
し
て
指
定
さ
れ
た
者
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
業
務
へ
の
従
事
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
収
容
者
の
希
望
す
る
業

務
が
法
第
六
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
適
合
せ
ず
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
、

法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
己
契
約
作
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
己
契
約
作
業
」
と
い
う
。
）

を
行
う
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
被
収
容
者
の
抑
留
資
格
及
び
階
級
等
に
照
ら
し
、
適
切
な
処
遇
に
資
す
る
内
容
の
作
業
で
あ
る
こ
と
。

二
　
請
負
契
約
の
当
事
者
と
な
る
捕
虜
収
容
所
の
外
部
の
者
が
、
自
己
契
約
作
業
の
当
事
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
個
別
具
体
の
収
容
施
設
の
状
況
に
照
ら
し
、
作
業
自
体
及
び
作
業
に
必
要
な
外
部
と
の
交
通
に
よ
り
、
捕
虜

収
容
所
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
そ
の
他
管
理
運
営
上
支
障
を
生
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
自
己
契
約
作
業
を
行
う
の
に
必
要
な
範
囲

に
お
い
て
、
自
己
契
約
作
業
の
実
施
に
必
要
な
施
設
の
指
定
及
び
差
入
品
の
検
査
又
は
信
書
の
発
受
に
係
る
検
査

そ
の
他
外
部
と
の
通
信
に
つ
い
て
他
の
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
優
先
的
な
取
扱
い
等
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
　
捕
虜
の
業
務

（
従
事
業
務
の
指
定
）

第
二
十
八
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
三
章
第
八
節
の
規
定
に
よ
り
業
務
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
せ
る
た

め
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
捕
虜
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
し
又
は
従
事
さ
せ
る
業
務
の
種
類
を
あ

ら
か
じ
め
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
実
施
予
定
の
作
成
）

第
二
十
九
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
業
務
を
実
施
す
る
際
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
業
務
の
内
容
、
実
施
日
時
及
び
こ
れ

に
要
す
る
捕
虜
の
内
訳
に
係
る
予
定
（
次
項
に
お
い
て
「
業
務
実
施
予
定
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
業
務
実
施
予
定
に
基
づ
き
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
業
務
に
従
事
す
る
捕

虜
を
割
り
当
て
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
実
施
）

第
三
十
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
条
第
二
項
の
割
当
て
に
従
い
捕
虜
に
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
業
務
の
実
施
の
監
督
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

（
実
施
上
の
留
意
事
項
）

第
三
十
一
条
　
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
、
適
切
な
休
息
時
間
が
設
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
記
録
）

第
三
十
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
捕
虜
が
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
日
時
、
業
務
の
内
容
そ
の
他
所
要
の
事
項
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3



第
七
章
　
捕
虜
等
抑
留
給
付
金

（
給
付
金
台
帳
の
様
式
等
）

第
三
十
三
条
　
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
付
金
台
帳
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
捕
虜
等
抑
留
給
付
金
を
給
付
金
計
算
高
に
加
算
し

た
と
き
は
当
該
加
算
し
た
金
額
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
加
算
額
」
と
い
う
。
）
を
、
法
第
七
十
五
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
捕
虜
等
抑
留
給
付
金
を
支
給
し
た
と
き
は
当
該
支
給
し
た
額
（
第
三
十
八
条

第
一
項
に
お
い
て
「
支
給
額
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
都
度
給
付
金
台
帳
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
礎
的
給
付
金
の
額
）

第
三
十
四
条
　
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
月
額
は
、
第
三
条
約
第
六
十
条
に

規
定
す
る
俸
給
の
前
払
の
額
を
邦
貨
に
換
算
し
た
額
を
標
準
と
し
、
給
付
対
象
捕
虜
等
（
法
第
七
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
給
付
対
象
捕
虜
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
地
位
、
武
力
攻
撃
事
態
又
は
存
立
危
機
事
態
に
際
し

て
の
国
民
生
活
の
実
情
等
を
勘
案
し
て
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
従
事
報
奨
金
の
基
準
額
）

第
三
十
五
条
　
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
が
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
業
務

の
種
類
及
び
内
容
ご
と
に
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
当
た
り
の
金
額
（
次
条
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
従
事
報
奨
金
の
金
額
等
）

第
三
十
六
条
　
毎
月
の
業
務
従
事
報
奨
金
の
金
額
は
、
そ
の
月
の
前
月
に
お
い
て
捕
虜
が
従
事
し
た
業
務
ご
と
に
、

当
該
業
務
に
係
る
基
準
額
に
当
該
業
務
に
従
事
し
た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
捕
虜
等
抑
留
給
付
金
の
支
給
の
申
出
）

第
三
十
七
条
　
給
付
対
象
捕
虜
等
は
、
法
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
捕
虜
等
抑
留
給
付
金
の
支

給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
、
支
給
希
望
金
額
、
目
的
、
理
由

等
を
記
載
し
た
申
出
書
を
捕
虜
収
容
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
給
付
金
台
帳
の
確
認
等
）

第
三
十
八
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
給
付
金
台
帳
に
加
算
額
又
は
支
給
額
を
記
載
し
た
と
き
は
、
給
付
対
象
捕
虜
等

に
記
載
内
容
を
確
認
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
給
付
金
台
帳
の
署
名
欄
に
署
名
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
給
付
対
象
捕
虜
等
が
前
項
の
確
認
又
は
署
名
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
当
該
給
付
対
象
捕
虜
等
の
利
益

を
代
表
す
る
捕
虜
代
表
が
確
認
及
び
署
名
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
付
金
台
帳
の
写
し
の
交
付
）

第
三
十
九
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
給
付
金
台
帳
の
写
し
を
作
成
し
、
こ
れ
を
給
付
対
象
捕
虜
等
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
傷
病
そ
の
他
の
当
該
写
し
を
給
付
対
象
捕
虜
等
に
交
付
で
き
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
捕
虜
代
表
に
こ
れ
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
付
金
台
帳
の
閲
覧
）

第
四
十
条
　
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
捕
虜
代
表
又
は
利
益
保
護
国
代
表
が
給
付
金
台
帳
の
閲
覧
を
求
め
る
と

き
は
、
自
己
の
氏
名
を
明
ら
か
に
し
て
あ
ら
か
じ
め
書
面
又
は
口
頭
で
捕
虜
収
容
所
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す

る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
の
管
理
運
営
上
支
障
が
な
い
限
り
、
こ
れ

を
許
す
も
の
と
す
る
。

第
八
章
　
面
会

（
面
会
時
間
、
場
所
等
の
指
定
）

第
四
十
一
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
と
き
は
、
面
会
の
申
出
を
し
た
者
の
希
望

す
る
日
時
に
面
会
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
捕
虜
収
容
所
の
管
理
運
営
上
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
他
の
日
時
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
面
会
は
、
捕
虜
収
容
所
長
が
面
会
用
に
指
定
し
た
捕
虜
収
容
所
内
の
区
画
に
お
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
面
会
の
相
手
方
の
用
務
の
処
理
の
目
的
を
妨
げ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
捕
虜
収

容
所
長
は
居
住
区
画
そ
の
他
の
捕
虜
収
容
所
内
の
他
の
区
画
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
面
会
を
す
る
場
合
に
、
携

行
す
る
物
品
を
そ
の
用
務
の
処
理
の
目
的
に
必
要
な
範
囲
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
指
定
又
は
前
項
の
制
限
は
、
あ
ら
か
じ
め
申
し
出
た
者
に
対
し
て
書
面
そ
の
他
の
適
当

な
手
段
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
面
会
の
当
日
に
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
九
章
　
信
書
及
び
電
信
等
の
発
受

（
通
知
票
の
発
信
）

第
四
十
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
号

そ
の
一
の
通
知
票
一
通
及
び
別
記
様
式
第
二
号
そ
の
二
の
通
知
票
一
通
の
発
信
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
五
条
第
五
項
（
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
収
容
さ
れ
た
と
き
。

二
　
収
容
施
設
の
変
更
そ
の
他
の
本
人
に
あ
て
た
信
書
の
あ
て
先
と
な
る
べ
き
場
所
が
変
更
さ
れ
た
と
き
。

三
　
第
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
き
。

（
信
書
の
様
式
）

第
四
十
三
条
　
法
第
八
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
紙
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
も
の
と
す
る
。

一
　
国
外
に
あ
て
て
発
す
る
も
の
　
別
記
様
式
第
三
号
そ
の
一

二
　
国
内
に
あ
て
て
発
す
る
も
の
　
別
記
様
式
第
三
号
そ
の
二

２
　
法
第
八
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
葉
書
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
も
の
と
す
る
。

一
　
国
外
に
あ
て
て
発
す
る
も
の
　
別
記
様
式
第
四
号
そ
の
一

二
　
国
内
に
あ
て
て
発
す
る
も
の
　
別
記
様
式
第
四
号
そ
の
二

（
一
般
の
信
書
の
作
成
要
領
）

第
四
十
四
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
収
容
者
が
作
成
す
る
信
書
（
法

第
八
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
前
条

に
規
定
す
る
様
式
に
制
限
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
律
文
書
の
発
信
そ
の
他
信
書
の
発
信
の
目
的
に
照
ら

し
て
、
当
該
様
式
に
よ
り
難
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
信
書
の
発
信
通
数
）

第
四
十
五
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
発
信
さ
れ
る
信
書
に
つ
い
て
、
捕
虜
収
容
所
に
お
い
て
す

べ
て
の
被
収
容
者
が
発
受
す
る
信
書
の
通
数
及
び
そ
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、
抑
留
資
格
に
応
じ
て
被
収
容
者
が
月

ご
と
に
発
信
を
許
さ
れ
る
通
数
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
衛
生
要
員
が
発
す
る
信
書
で
あ
っ
て
、

第
三
条
約
の
規
定
に
よ
る
先
任
軍
医
の
権
限
に
属
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
抑
留
業
務
の
円
滑
な
実

施
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
通
数
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
六
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
八
十
四
条
第
三
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
数
の
制
限
を
す
る

と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び
制
限
す
る
期
間
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
の
基
準
）

第
四
十
七
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
武
力
攻
撃
事
態
又
は
存
立
危
機
事
態
に
際
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
照

ら
し
て
、
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

（
信
書
の
差
止
め
）

第
四
十
八
条
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
信
書
の
発
信
又
は
受
信
の
差
止
め
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

削
除
さ
れ
、
又
は
抹
消
さ
れ
た
該
当
箇
所
以
外
の
内
容
に
よ
っ
て
当
該
信
書
が
信
書
と
し
て
意
思
を
伝
達
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
信
の
発
信
等
）

第
四
十
九
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
場
合
（
電
信
を
発
す
る
こ
と
を
許
可
す
る

場
合
に
限
る
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
被
収
容
者
が
信
書
に
よ
っ
て
は
そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
と
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
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二
　
被
収
容
者
が
緊
急
に
そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
と
連
絡
を
取
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
衛
生
要
員
及
び
宗
教
要
員
等
が
そ
の
用
務
と
し
て
発
信
す
る
場
合
で

あ
っ
て
、
信
書
に
よ
っ
て
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
緊
急
に
連
絡
を
取
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合

四
　
前
三
号
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
信
書
に
よ
っ
て
は
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
緊
急
に
連
絡
を

取
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
う
ち
、
捕
虜
収
容
所
長
が
電
信
を
発
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
る

場
合

２
　
法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
信
の
作
成
要
領
は
、
電
気
通
信
事
業
者
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
い
う
。
）
が
指
定
す
る
表
記
方
法

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
信
の
検
査
）

第
五
十
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
に
連
絡
を
取
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
発
信
す
る
こ
と

を
許
可
す
る
電
信
に
つ
い
て
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検

査
を
行
う
と
き
は
、
緊
急
に
連
絡
を
取
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
速
や
か
に
こ
れ
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
信
以
外
の
通
信
）

第
五
十
一
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
行
う
通
信
及

び
当
該
通
信
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
に
定
め
る
場
合
並
び
に
当
該
通
信
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
防
衛
省
令
の
定
め
は
、
武
力
攻
撃
事
態
又
は
存
立
危
機
事
態
の
際
に
別
に
定
め
る
。

（
電
信
等
の
発
信
回
数
制
限
）

第
五
十
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
信
さ
れ
る
電
信
等
に
つ
い
て
、
捕
虜

収
容
所
に
お
い
て
す
べ
て
の
被
収
容
者
が
発
信
す
る
通
信
の
回
数
及
び
信
書
の
通
数
並
び
に
そ
れ
ら
の
内
容
等
を

踏
ま
え
、
抑
留
資
格
に
応
じ
て
被
収
容
者
が
月
ご
と
に
許
可
さ
れ
る
発
信
の
回
数
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
衛
生
要
員
が
発
信
す
る
電
信
等
で
あ
っ

て
、
第
三
条
約
の
規
定
に
よ
る
先
任
軍
医
の
権
限
に
属
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
抑
留
業
務
の
円
滑

な
実
施
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
回
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
電
信
等
の
差
止
め
）

第
五
十
三
条
　
第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
電

信
等
の
発
信
又
は
受
信
の
差
止
め
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
信
書
等
の
発
受
に
係
る
記
録
）

第
五
十
四
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
の
信
書
及
び
電
信
等
の
発
受
に
つ
い
て
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
章
　
苦
情

（
捕
虜
収
容
所
長
に
対
す
る
苦
情
の
申
出
の
方
法
）

第
五
十
五
条
　
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
書
面
で
苦
情
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
を
す
る
被
収
容
者
（
以
下
「
苦
情
申
出
人
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
被
収
容
者
番
号

二
　
苦
情
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
事
実
の
概
要

三
　
苦
情
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
事
実
の
あ
っ
た
年
月
日

四
　
苦
情
の
趣
旨
及
び
理
由

五
　
提
出
年
月
日

２
　
前
項
の
書
面
に
は
、
苦
情
申
出
人
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
　
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
苦
情
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
長
又
は
そ
の
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
職
員
に
対
し
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
捕
虜
収
容
所
長
又
は
捕
虜
収
容
所
の
職
員
は
、
当

該
陳
述
の
内
容
を
録
取
し
た
書
面
を
作
成
し
た
上
、
こ
れ
を
苦
情
申
出
人
に
読
み
聞
か
せ
て
誤
り
の
な
い
こ
と
を

確
認
し
、
当
該
苦
情
申
出
人
に
署
名
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
防
衛
大
臣
等
に
対
す
る
苦
情
申
出
の
方
法
）

第
五
十
七
条
　
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
書
面
で
苦
情
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
苦
情
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
事
実
に
つ
い

て
既
に
捕
虜
収
容
所
長
に
対
し
苦
情
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
併
せ
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
書
面
に
は
、
苦
情
申
出
人
が
署
名
の
上
、
そ
の
表
面
に
苦
情
で
あ
る
旨
及
び
あ
て
先
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

（
苦
情
の
申
出
の
期
間
）

第
五
十
八
条
　
法
第
九
十
条
又
は
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
申
出
は
、
苦
情
申
出
人
が
、
苦
情
の
申
出
を

し
よ
う
と
す
る
事
実
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
調
査
担
当
者
の
指
定
）

第
五
十
九
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
対
象
と
な
る
事

案
の
調
査
に
公
正
な
立
場
で
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
を
速
や
か
に
指
定
し
、
必
要
な
調
査

を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
事
案
の
調
査
）

第
六
十
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
案
の
調
査
を
行
う
職
員
は
、
苦
情
の
申
出
が
さ
れ
て
か
ら
六
十
日
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
事
案
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
捕
虜
収
容
所
長
に
よ
る
苦
情
の
処
理
）

第
六
十
一
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
た
の
ち
、
申
出
の
あ
っ
た
苦
情
に
関
し
自

ら
措
置
を
と
る
権
限
を
有
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
苦
情
申
出
人
に
対
す
る
自
ら
の
措
置
そ
の
他
当
該
苦
情
申
出

人
が
受
け
た
処
遇
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
申
出
に
理
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
こ
と
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
申
出
の
あ
っ
た
苦
情
に
関
し
自
ら
措
置
を
と
る
権
限
を
有
し
な
い
場
合
は
、
調
査
の
結
果

及
び
自
己
の
意
見
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、

直
ち
に
そ
の
権
限
を
有
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
調
査
の
結
果
及
び
捕
虜
収
容
所
長
の
意
見
を
踏
ま
え
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
り
、
そ
の
措
置
の
結
果
を
捕
虜
収
容
所
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
調
査
の
結
果
又
は
捕
虜
収
容
所
長
の
意
見
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の

理
由
を
付
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
理
結
果
の
通
知
）

第
六
十
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
と
っ
た
措
置
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
捕
虜
収
容
所
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
者
が
と
っ
た
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
を
、
直
ち
に
苦
情
申
出
人
に
書

面
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
防
衛
大
臣
等
に
対
す
る
苦
情
の
処
理
）

第
六
十
三
条
　
第
五
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
防
衛
大
臣
の

定
め
る
幕
僚
長
に
対
し
て
申
出
が
さ
れ
た
苦
情
の
調
査
及
び
処
理
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
二
条
中
「
捕
虜
収
容
所
長
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣
又
は
防
衛
大
臣

の
定
め
る
幕
僚
長
」
と
、
第
五
十
九
条
中
「
法
第
九
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
一
条
」
と
、
第
六
十
一
条

第
二
項
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
七
条
に

規
定
す
る
書
面
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
）

第
六
十
四
条
　
苦
情
の
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
苦
情
申
出
人
に
対
し
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
。
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第
十
一
章
　
捕
虜
収
容
所
に
お
け
る
領
置

（
領
置
手
続
）

第
六
十
五
条
　
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
給
す
る

受
領
証
及
び
法
第
百
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
受
領
証
の
控
え
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
号

（
甲
・
乙
）
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
受
領
証
及
び
そ
の
控
え
に
必
要
な
事
項

を
記
載
し
、
当
該
被
収
容
者
に
確
認
さ
せ
た
上
、
受
領
証
の
控
え
に
署
名
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
品
（
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
領
置
武

器
等
（
第
四
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
領
置
武
器
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
七
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
領
置
し
た
場
合

二
　
法
第
百
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
領
置
し
て
い
る
金
品
を
被
収
容
者
に
返
還
し
た
場
合

三
　
第
七
十
三
条
第
二
項
又
は
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
領
置
し
て
い
る
金
品
の
領
置
を
解
い
た
場
合

３
　
被
収
容
者
本
人
が
前
項
の
確
認
又
は
署
名
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
当
該
被
収
容
者
の
利
益
を
代
表
す

る
捕
虜
代
表
に
確
認
さ
せ
、
署
名
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
捕
虜
代
表
は
そ
の
旨
を

付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
領
置
武
器
等
を
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
領
置
し
、
又
は
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
廃
棄
し
た
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
領
証
の
控
え
の
閲
覧
）

第
六
十
六
条
　
法
第
百
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
収
容
者
又
は
利
益
保
護
国
代
表
が
受
領
証
の
控
え
の

閲
覧
を
求
め
る
と
き
は
、
自
ら
の
氏
名
（
被
収
容
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
被
収
容
者
番
号
）
を
明
ら
か
に
し

て
、
あ
ら
か
じ
め
書
面
又
は
口
頭
で
捕
虜
収
容
所
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
の
管
理
運
営
上
支
障
が
な
い
限
り
、
こ
れ

を
許
す
も
の
と
す
る
。

（
物
品
の
売
却
又
は
廃
棄
）

第
六
十
七
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
そ
の
収
容
の
際
に
所
持
す
る
物
品
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所

持
物
品
」
と
い
う
。
）
が
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
品
又
は
同
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
領
置
し
な
い
物
品
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
収
容
者
に
被
収
容
者
以
外
の
者
へ
の
交
付
そ
の
他
相
当
の

処
分
を
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
前
項
の
処
分
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
五
十
四
条
第
六
項
（
同
条

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
所
持
物
品
を
売
却
又
は
廃
棄
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
そ
の
旨
を
当
該
被
収
容
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
記
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
所
持
物
品
を
売
却
又
は
廃
棄
す
る
と
き
は
、
前
項
の
記
録
を
し
た
後
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
差
入
物
の
検
査
の
立
会
い
）

第
六
十
八
条
　
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
を
行
う
と
き
は
、
差
入
物
の
名
あ
て
人
た
る
被
収
容
者

又
は
当
該
名
あ
て
人
が
正
当
に
委
任
し
た
被
収
容
者
に
立
会
い
を
求
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
立
会
い
を

し
な
い
と
き
は
捕
虜
代
表
に
立
会
い
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
差
入
物
の
検
査
）

第
六
十
九
条
　
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
検
査
は
、
差
入
物
の
種
類
に
応
じ
、
被
収
容
者
へ
の
差
入
物
の
交
付
の

可
否
を
判
断
す
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な

小
限
度
の
範
囲
で
、
か
つ
、
可
能
な
限
り
差
入
品
の
形
状
及
び
性
質

を
失
わ
な
い
態
様
で
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
差
入
物
で
あ
る
書
籍
そ
の
他
の
書
面
の
検
査
は
、
第
九
章
に
規
定
す
る
被
収
容

者
が
受
け
る
信
書
の
検
査
の
例
に
よ
る
。

（
交
付
を
許
さ
な
い
場
合
の
通
知
）

第
七
十
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
検
査
の
結
果
、
差
入
物
が
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
当
該
被
収
容
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
を
拒
む
場
合
の
処
置
）

第
七
十
一
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
検
査
の
結
果
被
収
容
者
に
交
付
を
許
す
こ
と
の
で
き
る
金
品
に
つ
い
て
、
当
該

被
収
容
者
が
そ
の
交
付
を
拒
む
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
差
入
物
の
記
録
）

第
七
十
二
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
差
入
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
こ
れ
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
っ
た
場
合

二
　
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
取
ら
せ
た
場
合

三
　
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
し
た
場
合

四
　
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四

百
九
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
差
入
金
が
国
庫
に
帰
属
し
た
場
合

（
領
置
金
の
使
用
）

第
七
十
三
条
　
被
収
容
者
は
、
領
置
さ
れ
て
い
る
現
金
の
使
用
を
申
し
出
る
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
氏
名
、
被
収
容
者
番
号
、
使
用
希
望
金
額
、
目
的
及
び
理
由
そ
の
他
所
要
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

捕
虜
収
容
所
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
の
目
的
が
法
第
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
目
的
以
外
で
あ
る
と
き
は
、
捕
虜
収

容
所
長
は
、
そ
の
使
用
が
捕
虜
収
容
所
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
そ
の
他
管
理
運
営
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と

き
に
限
り
、
領
置
を
解
い
て
そ
の
使
用
を
許
す
も
の
と
す
る
。

（
領
置
金
品
の
管
理
）

第
七
十
四
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
領
置
し
た
物
品
を
倉
庫
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
場
所
に
納
め
て
保
管
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
金
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
品
の
性
質
に
応
じ
、
金
庫
そ
の
他
堅
ろ
う
な
容

器
に
納
め
る
等
適
切
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
領
置
武
器
等

二
　
領
置
金
、
貴
金
属
そ
の
他
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の

３
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
物
品
の
性
質
に
応
じ
適
切
に
こ

れ
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
置
物
品
の
一
時
使
用
）

第
七
十
五
条
　
被
収
容
者
は
、
領
置
さ
れ
て
い
る
物
品
を
一
時
使
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
は
、
防
衛
大
臣
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
、
被
収
容
者
番
号
、
物
品
の
品
目
、
員
数
及
び
使
用
目
的
等
を
記
載
し
た
書
面
を
捕

虜
収
容
所
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
が
捕
虜
収
容
所
の
規
律
及
び
秩
序
の

維
持
そ
の
他
管
理
運
営
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
使
用
目
的
の
範
囲
内
で
当
該
物
品
の
領
置

を
解
い
て
そ
の
使
用
を
許
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
捕
虜
収
容
所
長
は
、
使
用
を
許
可
す
る
場

所
、
時
間
、
方
法
そ
の
他
の
一
時
使
用
を
認
め
る
条
件
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
領
置
金
品
の
返
還
手
続
）

第
七
十
六
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
法
第
百
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
領
置
し
て
い
る
金
品
を
返
還
す
る
と
き
は
、

受
領
証
の
提
出
を
求
め
、
当
該
金
品
を
確
認
さ
せ
た
上
、
受
領
証
の
控
え
に
署
名
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
章
　
捕
虜
等
情
報
の
取
扱
い

（
被
収
容
者
記
録
簿
）

第
七
十
七
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
被
収
容

者
記
録
簿
を
被
収
容
者
ご
と
に
作
成
し
、
所
要
の
事
項
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
生
年
月
日
、
階
級
等
及
び
身
分
証
明
書
番
号
等

二
　
拘
束
の
日
時
及
び
場
所

三
　
抑
留
資
格

四
　
収
容
施
設

五
　
被
収
容
者
の
健
康
状
態
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六
　
送
還
、
逃
走
及
び
死
亡
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
防
衛
大
臣
が
定
め
る
事
項

２
　
被
収
容
者
は
、
自
己
に
関
す
る
記
載
事
項
を
確
認
す
る
た
め
、
前
項
の
被
収
容
者
記
録
簿
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
被
収
容
者
が
前
項
の
閲
覧
を
希
望
す
る
と
き
は
、
氏
名
及
び
被
収
容
者
番
号
を
明
ら
か
に
し
て
、
書
面
又
は
口

頭
で
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

４
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
捕
虜
収
容
所
の
管
理
運
営
上
支
障
が
な
い
限
り
、
こ
れ

を
許
す
も
の
と
す
る
。

第
十
三
章
　
死
亡
時
の
措
置

（
被
収
容
者
の
死
亡
時
の
措
置
）

第
七
十
八
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
被
収
容
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
医
師
で
あ
る
隊
員
（
自
衛
隊
法
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
隊
員
を
い
う
。
）
の
検
案
を
求
め
る
等
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
死
亡
の
年
月
日
、
場

所
、
死
因
、
埋
葬
場
所
（
埋
葬
し
た
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
防
衛
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
九
条
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
死
亡
し
た
被
収
容
者
の
遺
体
を
そ
の
属
す
る
国
へ
返
還
す
る
ま
で
の
間
保
管
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
遺
体
を
保
管
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
遺
体
を
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
従
っ
て
埋
葬
又
は
火
葬
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
捕
虜
収
容
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
火
葬
し
た
と
き
は
、
火
葬
を
必
要
と
し
た
理
由
を
併
せ
て
記
録
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
遺
骨
を
、
当
該
死
亡
し
た
被
収
容
者
の
属
す
る
国
へ
返
還
す
る
ま
で
の
間
保
管
す
る
も
の
と
す

る
。

第
十
四
章
　
補
則

（
雑
則
）

第
八
十
条
　
こ
の
省
令
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
二
日
防
衛
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
防
衛
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
（
第
三
十
三
条
関
係
）

別記様式第一号（第三十三条関係）

給 付 金 台 帳
氏 名：

被 収 容 者 番 号：

（番号： ）

基礎的給付金 業務従事報奨金

年月日 摘 要
１ ２ ３ ４ ５ ６

合計額 署名
加算額 支給額 残額 加算額 支給額 残額

(1-2) (4-5) (3+6)
円 円 円 円 円 円 円

備考 法第四十九条第一項第一号に規定する懲戒処分としての削減があった場合又は法第百三十二条に規定する加算があっ

た場合は、摘要欄に根拠となる事項を記載すること。

別
記
様
式
第
二
号
そ
の
一
（
第
四
十
二
条
関
係
）

別記様式第二号その一（第四十二条関係）

〔中央捕虜情報局あて〕 （ 表面 ）

捕 虜 通 知 票

注 意 〔あて先〕

中 央 捕 虜 情 報 局
この通知票は、捕虜収容所に収容さ

れたとき、収容施設が変更されたとき 赤十字国際委員会
及び傷病のときにその都度発信を許さ
れる。
この通知票は、一般の信書（手紙及 ジュネーブ

び葉書）とは別のものである。
ス イ ス

（ 裏面 ）

活字体で読みやすく １．記入者が属する国
記入すること。

２．姓 ３．名 ４．父の名
５．生年月日 ６．出生地
７．階級等
８．身分証明書番号等
９．近親者のあて名

*10．拘束された日付(又は)
（ ）から移動した日付

*11．(ａ)健康－ (ｂ)負傷していない－ (ｃ)回復した－ (ｄ)回復期にある－
(ｅ)病気中－ (ｆ)軽傷－ (ｇ)重傷－

12．記入者の現在のあて先 被収容者番号
収容所の名称

13．日 付 14．署 名

* 該当しない事項に×印を附すること。いかなる説明も加えないこと。
裏面の注意を参照すること。

（注意）
１ この様式は、必要に応じ、被収容者の自国語等で作成する。
２ 大きさは、縦十･五センチメートル、横十五センチメートルとする。

7



別
記
様
式
第
二
号
そ
の
二
（
第
四
十
二
条
関
係
）

別記様式第二号その二（第四十二条関係）

〔家族あて〕 （ 表面 ）

捕 虜 通 知 票

注 意
（あて名）

この通知票は、捕虜収容所に収容さ
れたとき、収容施設が変更されたとき
及び傷病のときにその都度発信を許さ 市町村名
れる。 通り
この通知票は、一般の信書（手紙及 地方又は州

び葉書）とは別のものである。 国

（ 裏面 ）

活字体で読みやすく １．記入者が属する国
記入すること。

２．姓 ３．名 ４．父の名
５．生年月日 ６．出生地
７．階級等
８．身分証明書番号等
９．近親者のあて名

*10．拘束された日付(又は)
（ ）から移動した日付

*11．(ａ)健康－ (ｂ)負傷していない－ (ｃ)回復した－ (ｄ)回復期にある－
(ｅ)病気中－ (ｆ)軽傷－ (ｇ)重傷－

12．記入者の現在のあて先 被収容者番号
収容所の名称

13．日 付 14．署 名

* 該当しない事項に×印を附すること。いかなる説明も加えないこと。
裏面の注意を参照すること。

（注意）
１ この様式は、必要に応じ被収容者の自国語等で作成する。
２ 大きさは、縦十･五センチメートル、横十五センチメートルとする。

別
記
様
式
第
三
号
そ
の
一
（
第
四
十
三
条
関
係
）

別記様式第三号その一（第四十三条関係）

〔国外あて〕 （ 表面 ）

（あて名）

市町村名

通り

地方又は州

国

本 日 国出差

称名の所容収

号番者容収被

地生出び及日月年生

名氏

人信発

（ 記 載 禁 止 ）

（注意）
１ この様式は、必要に応じ被収容者の自国語等で作成する。
２ 点線に沿って折った時の大きさは、縦十二センチメートル、横二十三・五センチメ
ートルとする。
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（ 裏面 ）

別
記
様
式
第
三
号
そ
の
二
（
第
四
十
三
条
関
係
）

別記様式第三号その二（第四十三条関係）

〔国内あて〕 （ 表面 ）

（あて名）

都道府県名

市町村名

街区符号－住居番号

又は町名丁目

称名の所容収

号番者容収被

地生出び及日月年生

名氏

人信発

（ 記 載 禁 止 ）

（注意）
点線に沿って折った時の大きさは、縦十二センチメートル、横二十三・五センチメ

ートルとする。
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（ 裏面 ）

別
記
様
式
第
四
号
そ
の
一
（
第
四
十
三
条
関
係
）

別記様式第四号その一（第四十三条関係）

〔国外あて〕 （ 表面 ）

発信人
（あて名）

氏名

市町村名
出生地及び生年月日

通り
被収容者番号

州又は地方
収容所の名称

国
差出国

日 本

（ 裏面 ）

収容所の名称 日 付

必ず点線の上にできる限り読みやすく書くこと。

（注意）
１ この様式は、必要に応じ被収容者の自国語等で作成する。
２ 大きさは、縦十センチメートル、横十五センチメートルとする。
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別
記
様
式
第
四
号
そ
の
二
（
第
四
十
三
条
関
係
）

別記様式第四号その二（第四十三条関係）

〔国内あて〕 （ 表面 ）

発信人
（あて名）

氏名

都道府県
出生地及び生年月日

市町村名
被収容者番号

街区符号－
収容所の名称 住居番号

又は町名丁目

（ 裏面 ）

収容所の名称 日 付

必ず点線の上にできる限り読みやすく書くこと。

（注意）
大きさは、縦十センチメートル、横十五センチメートルとする。

別
記
様
式
第
五
号
甲
（
第
六
十
五
条
関
係
）

別記様式第五号甲（第六十五条関係）

領置金受領証番号 領置金受領証番号

領置金受領証 領置金受領証（控）

殿 殿
捕虜収容所長 捕虜収容所長

被収容者番号

㊞
下記のとおり領置した。 下記のとおり領置した。

年月日 領置金額 支払額 残 高 摘 要 領置実施者署名 年月日 領置金額 支払額 残 高 摘 要 被収容者署名

切

取

線
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別
記
様
式
第
五
号
乙
（
第
六
十
五
条
関
係
）

別記様式第五号乙（第六十五条関係）

領置品受領証番号 領置品受領証番号

領置品受領証 領置品受領証（控）

殿 殿

捕虜収容所長 捕虜収容所長
被収容者番号

㊞
下記のとおり領置した。 下記のとおり領置した。

年月日 品 目 員 数 摘 要 領置実施者署名 年月日 品 目 員 数 摘 要 被収容者署名

切

取

線
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